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はじめに 

 
「誰もが住み慣れた自宅や地域で認知症や障害があっても暮らし続けることがで

きる」社会の実現に向け、平成 27 年の制度改正では、地域包括ケアシステムの構築

に向け、総合事業や生活支援体制構築事業の導入、医療介護連携事業、認知症対策の

強化等様々な大きな方針が打ち出された。 

地域密着型サービスに小規模多機能型居宅介護が位置づけられて 11 年が経過し、

報酬改定では「総合ケアマネジメント体制強化加算」「訪問体制強化加算」等が導入さ

れ、改正から 2年経ち実施状況から成果や課題が見えてきた。 

小規模多機能型居宅介護は 24 時間 365 日の生活を支えるため、ケアマネジメント

とケアが内包されている在宅サービスであり、通い・訪問・宿泊の機能を活かし常に

一体として支援が行われている。事業所だけで支援するのではなく、家族や近隣との

関係など暮らし全体をとらえ、様々な周囲との関係を構築する間接支援を行っている

実態も見えてきた。 

それは、本人の持っている力、関係力への働きかけをすることで、本人らしい生活

が可能になるからであり、直接的なケアだけで生活の継続・支えることが難しいこと

が実践を通じてわかったからである。 

近年の調査から「通い」を中心ではなく「訪問」を中心に支えている実態がみえて

きたことから本年度は、小規模多機能型居宅介護の訪問機能を活用し、どのような支

援をすることで高齢者の自宅や地域での暮らしが実現できているのか、その有効性と

効率性の検証をおこない小規模多機能型居宅介護の「訪問」機能の実態とポイントを

明らかにした。 

また、要支援者や生活支援についての検証及び地域での暮らしを支援するコーディ

ネート機能の検証も行い、小規模多機能型居宅介護の支援は利用者本人だけでなく家

族や本人を取り巻く環境における課題にも目を向け必要な機関につなぐことや地域

とのつながりの中で地域課題に共に取り組んでいる実態を明らかにした。この実践が、

今後の地域包括ケアシステムの機能と役割として重要な存在として今後もその一助

となることを願ってやまない。 

この研究事業には、厚生労働省をはじめ全国の自治体および事業者の皆様のご協力

をいただきました。貴重なご意見やご提言をいただきましたことを、心から厚くお礼

申し上げます。 

 

 

平成 29 年 3 月 31 日 

 

特定非営利活動法人 

全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 

理事長 川 原 秀 夫 

 

 



 
 
 
 
 
 
 






































































































































































































































































































































































































































